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告         示 

 

兵庫県告示第1100号の２ 

 港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第１項の規定により定めた姫路港港湾計画を次のとおり変更した。 

  平成22年10月29日 

姫路港港湾管理者 兵庫県         

代表者 兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 港湾計画の変更の内容 

  平成６年兵庫県告示第28号により告示した姫路港港湾計画について変更した事項は、次のとおりである。 

水域施設計画イの表中広畑の項の次に次のように加える。 

網     干 5.5 １ 

係留施設計画アの表中網干の項を次のように改める。 

網    干 専  用 5.5 270メートル 一般船用 

係留施設計画イの表中網干の項を次のように改める。 

網    干 専  用 5.5 １バース 危険物船用 

土地造成計画の表中網干の項を次のように改める。 

網    干 １ 

土地利用計画の表中網干の項を次のように改める。 

網    干 

４ 

92 

８ 

埠頭用地 

工業用地 

緑  地 

２ 港湾計画の縦覧場所 

  兵庫県県土整備部土木局港湾課及び中播磨県民局姫路港管理事務所 
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